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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書

衆
議
院
予
算
委
員
会
（
平
成
十
九
年
二
月
十
三
日
）
で
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
「
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
減�

税�

（
原
文

の
ま
ま
）
と
い
う
の
は
、
被
用
者
の
、
所
得
を
す
べ
て
把
握
し
て
い
る
人
た
ち
を
、
こ
れ
は
こ
の
人
た
ち
か
ら
税
金
を
取
り
や

す
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
人
た
ち
を
目
が
け
て
増
税
を
行
う
こ
と
を
我
々
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
、
こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
定
率
減
税
（
の
廃
止
）
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
方
々
、
自
営
業
者
の
方
々
も
当
然
入
っ
て
お
ら

れ
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

こ
の
答
弁
に
関
し
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
こ
の
人
た
ち
を
目
が
け
て
増
税
を
行
う
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
ま
た
、
増
税
の
対
象
者
の
う
ち
何
割
を
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
が
占
め
て
い
れ
ば
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
と
言
え
る
の
か
。

二

右
一
で
、
増
税
対
象
者
の
一
〇
〇
％
を
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
占
め
て
い
る
場
合
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増

税
」
と
は
「
『
給
与
所
得
控
除
』
ま
た
は
『
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
』
の
縮
減
・
廃
止
」
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
事
実
、
尾
身
財
務
大
臣
も
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
（
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
）
で
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
固
有

の
、
例
え
ば
給
与
所
得
控
除
を
ど
う
す
る
と
か
こ
う
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
で
あ
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ

一



ン
減
税
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
と
は
「
『
給
与
所
得
控
除
』
ま
た
は
『
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
』
の
縮
減
・

廃
止
」
を
意
味
す
る
と
い
う
定
義
で
よ
ろ
し
い
か
。

三

衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
で
谷
垣
前
財
務
大
臣
は
平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日
に
、
尾
身
財
務
大
臣
は
平
成
十
九
年
二
月

二
十
八
日
に
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
け
を
ね
ら
い
撃
ち
す
る
よ
う
な
増
税
と
い
う
政
府
税
調
の
考
え
方
は
と
ら
な
い
」
と
い
っ

た
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
政
府
税
調
の
「
個
人
所
得
課
税
に
関
す
る
論
点
整
理
」
（
平
成
十
七
年
六
月
）
の
う

ち
ど
の
部
分
が
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
や
尾
身
財
務
大
臣
の
い
う
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
』
に
当
た
る
と
考
え
る
か
。

「
自
民
党
政
権
公
約

二
〇
〇
五
」
に
は
「
所
得
が
捕
捉
し
や
す
い
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
』
を
行
う
と
の
政
府
税
調
の

考
え
方
を
と
ら
な
い
。
」
と
あ
る
が
、
政
府
税
調
の
「
個
人
所
得
税
に
関
す
る
論
点
整
理
」
を
精
査
す
る
と
対
象
者
の
一
〇

〇
％
を
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
占
め
る
税
制
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
際
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
、
尾
身
財
務

大
臣
、
そ
し
て
谷
垣
前
財
務
大
臣
が
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
け
を
ね
ら
い
撃
ち
す
る
よ
う
な
増
税
と
い
う
政
府
税
調
の
考
え

方
は
と
ら
な
い
」
と
の
答
弁
を
繰
り
返
す
根
拠
は
何
か
、
ま
た
、
「
考
え
方
は
と
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
増
税
は
何
か
、
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

二



政
府
税
調
は
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
や
尾
身
財
務
大
臣
の
い
う
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
』
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
民
党
が
政
権
公
約
に
て
、
「
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
』
を
行
う
と
の
政
府
税
調
の
考
え
方
」
と
の

表
現
を
使
っ
た
事
は
、
政
府
税
調
の
考
え
方
に
対
す
る
正
し
い
表
現
か
、
ま
た
こ
の
事
に
つ
い
て
内
閣
は
何
と
考
え
る
か
。

四

仮
に
、
増
税
対
象
者
の
一
〇
〇
％
を
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
占
め
る
場
合
を
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

平
成
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
老
年
者
控
除
の
廃
止
と
公
的
年
金
等
控
除
の
縮
減
は
、
こ
れ
ら
控
除
の
対
象
者
が
一
〇

〇
％
老
年
者
あ
る
い
は
年
金
生
活
者
で
あ
る
以
上
「
老
年
者
増
税
」
ま
た
は
「
年
金
生
活
者
増
税
」
と
い
う
べ
き
で
は
な
い

の
か
。

こ
の
際
、
い
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
増
税
対
象
者
の
一
〇
〇
％
を
老
年
者
あ
る
い
は
年
金
生
活
者
を
占
め
る
場
合
を
「
老
年

者
増
税
」
ま
た
は
「
年
金
生
活
者
増
税
」
と
し
な
い
一
方
で
、
増
税
の
対
象
者
を
一
〇
〇
％
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
占
め
な
け

れ
ば
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
と
し
な
い
根
拠
は
何
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

政
府
は
、
定
率
減
税
の
縮
減
、
廃
止
に
伴
う
税
負
担
増
に
つ
い
て
、
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
で
は
な
い
』
と
し
て
い
る

が
、
一
〇
〇
％
所
得
が
捕
捉
さ
れ
源
泉
徴
収
さ
れ
る
全
国
四
五
〇
〇
万
人
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
理
解
で
き
る
説
明
を
求
め

る
。

三



右
質
問
す
る
。

四


